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熊本県告示第６８０号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年７月２１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

居宅介護支援事業所おんさ 

熊本市山ノ内一丁目４番１５－６

０２号 

一般社団法人音叉 平成２１年８月１日  

 
 
熊本県告示第６８１号 
 介護保険法（平成９年法律第１２３号。）第１１５条の３５の規定により介護サービス
情報の公表を行うため、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」
という。）第３７条の２第１項の報告に関する計画、施行令第３７条の５第１項の介護サ
ービス情報の調査事務に関する計画及び施行令第３７条の１１において準用する施行令第
３７条の５第１項の規定による介護サービス情報の情報公表事務に関する計画を別冊のと
おり定めたので、公表する。 
  平成２１年７月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 
 
熊本県告示第６８２号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により施術者を次のとおり指定したので、生活保護法
第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定
により告示する。 
  平成２１年７月２１日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
 

第１１８２５号 

平成 21 年 7 月 21 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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（施術者〔柔道整復師〕） 

 施術所名称    施術者     施術所所在地  指定年月日 

こころ整骨院  松岡 利映 合志市須屋６４７番地１ ア

ーバンライフ菊南１Ｆ 

平成２１年７月

９日 

 
 
熊本県告示第６８３号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により指定相談
支援事業者を次のとおり指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年７月２１日  
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主た 

る事務所の所在地及

び代表者の氏名 

指定年月日

 

  事業所番号 サービスの

種類 

めいとく福祉相談室 

熊本市明徳町７０７

番地１ 

社会福祉法人 明徳

会 

熊本市明徳町７０７

番地１ 

樺嶋 潤一郎  

平成２１年

８月１日 

4330100779 相談支援 

 
 
熊本県告示第６８４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年７月２１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年７月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般国道 ３８７号 菊池市重味字小迫 

          ５９０番５地先から 

同市大平字牧原 

          １２１７番５地先まで 

   145.0 緊道整

Ｂ（改

築によ

る拡幅

のため）
２ 供用を開始する期日 平成２１年７月２１日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第３９８号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年７月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
（第１号物件） 
  上天草市松島町合津字今村１１０１番１、１１０１番４ 
   （１）土地 宅地  ９３．０６平方メートル（公簿・実測） 
        宅地  １９４．３８平方メートル（公簿・実測） 
  （２）建物 居宅 コンクリートブロック造かわらぶき平家建 
           ５１．３１平方メートル 
        物置 コンクリートブロック造スレートぶき平家建 
           ３．３０平方メートル    
    最低売却価格   ２，９５０，０００円 
（第２号物件） 
  上天草市松島町合津字浦３１５６番１ 
   （１）土地 宅地 ２６３．７６平方メートル（公簿・実測） 
  （２）建物 居宅 木造セメントかわらぶき平家建  

 公  告 
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           ８３．４３平方メートル 
        物置 コンクリートブロック造スレートぶき平家建 
           ７．２２平方メートル   
  最低売却価格   ３，４５８，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
 （１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
 （２） 破産者で復権を得ない者 
 （３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 （４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
   第１号物件 平成２１年８月２７日（木）  午前１１時 
  第２号物件 平成２１年８月２７日（木） 午後１時３０分 
  （場所：上天草市松島町合津３５３８番３ 上天草市役所松島庁舎３階大会議室） 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６  現地建物開放日 
  平成２１年８月５日（水）午前１０時から午後３時まで 
７ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書等を提出しなければな 
 らない。 
    提出方法  持参又は郵送による。 
    提出期限 平成２１年８月２０日（木）  午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着） 
    提出先 熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
８ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと
する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

９ 契約締結期限 
  平成２１年９月９日（水） 午後５時 
１０ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す 
 るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保 
 証をした小切手により行わなければならない。 
１１ その他 
 （１） 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
 （２） 契約締結場所 別途指定する。 
 （３） 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
 （４） 問い合わせ先  
       熊本県総務部管財課（電話０９６―３３３―２１２２） 

 
 
熊本県公告第３９９号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営谷
尾崎地区土地改良事業（農業用道路）の計画を変更したので、同条第６項において準用す
る同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦
覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して
１５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年７月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営谷尾崎地区土地改良事業（農業用道路）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年７月２２日から平成２１年８月１８日まで 
３ 縦覧場所 

熊本市役所 
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熊本県公告第４００号 
 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和４１年法律第１２６号。
以下「法」という。）第３条の規定により球磨郡球磨村に事務所を置く高沢入会林野整備
組合代表者髙澤巧から高沢入会林野整備計画の認可申請があり、法第６条第１項の規定に
より当該入会林野整備計画を適当とする旨の決定をしたので、同条第４項の規定によりそ
の旨を公告し、かつ、当該決定に係る入会林野整備計画書の写しを次のとおり縦覧に供す
る。 
 なお、当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者そ
の他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、当該決定に対して異議があるときは、
法第７条第１項の規定により縦覧期間の満了する日の翌日から起算して３０日を経過する
日までに異議を申し出ることができる。 
  平成２１年７月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧期間 
  平成２１年７月２１日から平成２１年８月１９日まで 
２ 縦覧の場所 
  熊本県農林水産部林業振興課 

球磨地域振興局農林部林務課 
  球磨村役場 
３ 縦覧に供する書類 
  高沢入会林野整備計画書の写し 

 
 
熊本県公告第４０１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年７月２１日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡嘉島町大字下仲間字天神免１０７番、同１０８番、同１０９番、同１１０番、

同１１１番、同１１２番、同１１３番、同１１４番、同１１５番、同１１６番、同１１
７番、同１１８番１、同１１８番２、同１１９番１、同１２０番１、同１２１番１、同
１２２番１、同１２３番１、同１２４番１、同１２５番１、同１２６番１、同１２７番
１、同１２８番１、同１２９番１及び水路の一部 

  ２２，２７５．５７平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  上益城郡御船町豊秋字高畑４８４番地 
  株式会社ツツミ 
 
 
 
 
 
 熊本県立学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
    平成２１年７月２１日 
                             熊本県教育委員会委員長 中 原 盛 敏    
熊本県教育委員会規則第１１号 
   熊本県立学校管理規則の一部を改正する規則 
 熊本県立学校管理規則（昭和３２年熊本県教育委員会規則第６号）の一部を次のように
改正する。 
 第１３条第５項中「校長の監督を受け、」の次に「事務職員その他の職員が行う事務を
総括し、その他」を加える。 
   附 則 
  この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊本県立学校管理規則の規定は、平成２１
年４月１日から適用する。 

 
 
熊本県公安委員会規則第９号 
  熊本県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
    平成２１年７月２１日 
                     熊本県公安委員会委員長  武藤  德子   
      熊本県道路交通規則の一部を改正する規則 
 熊本県道路交通規則（昭和４７年熊本県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改
正する。 
 第３２条第１項中「第１０２条第３項」を「第１０２条第６項」に、同項第５号中「別
記様式第２３号の５」を「別記様式第２３号の６」に改め、同号を第６号とし、同項第４
号中「別記様式第２３号の４」を「別記様式第２３号の５」に改め、同号を第５号とし、

 登載依頼 
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同項第３号中「別記様式第２３号の３」を「別記様式第２３号の４」に改め、同号を第４
号とし、同項第２号中「別記様式第２３号の２」を「別記様式第２３号の３」に改め、同
号を第３号とし、同項第１号中「別記様式第２３号」を「別記様式第２３号の２」に改め、
同号を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。 
 (1) 認知機能検査を受けた者 別記様式第２３号の通知書 
 第３２条第２項中「第９０条第６項」を「第９０条第８項」に、「第１０３条第５項」
を「第１０３条第６項」に、「別記様式第２３号の６」を「別記様式第２３号の７」に、
「別記様式第２３号の７」を「別記様式第２３号の８」に改める。 
                           
別記様式第２３号の７中           を          に改め、同様式 
                                          

を別記様式第２３号の８とし、別記様式第２３号の６中          を 
                                            

                    に改め、同様式を別記様式第２３号の７とし、別記様式第２３号の 
                                                    「                 「 
５を別記様式第２３号の６とし、別記様式第２３号の４中  第１０２条        を  第１ 
                                                               
０２条    に改め、同様式を別記様式第２３号の５とし、別記様式第２３号の３中「 
 
第１０２条第１項」を「第１０２条第４項」に改め、同様式を別記様式第２３号の４とし、 
                      「                「           
別記様式第２３号の２中 第１０２条    を 第１０２条    に改め、同様式を 
                                                    
別記様式第２３号の３とし、別記様式第２３号中「第１０２条第１項」を「第１０２条第 
 
４項」に改め、同様式を別記様式第２３号の２とし、別記様式第２２号の次に次の１様式 
 
を加える。 
 
別記様式第２３号（第３２条関係） 

 

臨時適性検査通知書 

                           熊公委第     号  

                              年  月  日  

 

  住所 

  氏名            殿 

 

                        熊本県公安委員会  印    

 

 

 あなたは、講習予備検査（道路交通法第９７条の２第１項第３号イの規定により行

う検査をいう。以下同じ。）の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」との判定を

                                                       第１項 

受け、特定の交通違反があることから、道路交通法第１０２条第２項による臨時適性

                            第３項 

検査（認知症の専門医による診断）を受けなければなりません。ただし、認知症の診

断結果が記載された主治医（かかりつけ医）の診断書を提出した場合には、当該検査

を受ける必要はありません。 

 なお、この通知を受け、やむを得ない理由がなく臨時適性検査を受けない場合は、

      

運転免許の         の処分を受けることとなります。 

      

      

  

 

適 性 検 査 を 

 

講 習 予 備 検 査

 

 

 

 

「第 ９ ０ 条 第 ６ 項  

 第１０３条第５項」 

「第 ９ ０ 条 第 ８ 項  

 第１０３条第６項」 

「第 ９ ０ 条 第 ６ 項  

 第１０３条第５項」 

「第 ９ ０ 条 第 ８ 項  

 第１０３条第６項」 
第１項 

第２項」 
第４項 

第５項」 

第１項 

第２項」 

第４項 

第５項」 

拒   否 

保   留 

取 消 し 

効力の停止 
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行 う 理 由 

 

特 定 の 交 通 違 反

 

 

 

 

適 性 検 査 を 行 う 期 日 

（診断書を提出する期日） 

 

          年   月   日   

 

 

 

適 性 検 査 を 行 う 場 所 

（診断書を提出する場所） 

 

 

 

 

備          考 

 

 

 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 
      附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
 


